
富田林市要綱第２０号 

 

富田林市校区担当職員制度実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、富田林市地域福祉計画の基本理念に基づき、すべての市

民が、障がいの有無、性別、国籍、文化、年齢などの違いをこえて、地域の

理想の姿を共有し、地域の取り組みに積極的に参加、協働、連携し、一人ひ

とりがその人らしい生き方を実現することのできる「増進型地域福祉」を全

庁を挙げて推進するために実施する、富田林市校区担当職員制度について、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 校区交流会議 地域の住民、福祉活動団体等が参加し、地域の課題

を共有するとともに、地域の理想の姿の実現に向けて校区プログラムを企

画及び実践する会議をいう。 

（２） 校区プログラム 地域の理想の姿を実現するため、校区交流会議参

加者が中心となって策定するプログラムをいう。 

（校区担当職員の配置等） 

第３条 本市内の全小学校区で開催されている校区交流会議に、校区担当職員

を配置する。 

２ 校区担当職員は、次に掲げるものとする。 

（１） 参事、課（室、局等）長代理（補佐を含む。以下同じ。）又は主幹 

の職階にある職員のうちから、市長が任命する者 

（２） 増進型地域福祉課職員 

３ 各校区交流会議における校区担当職員の配置は、３名以内とする。 



４ 校区担当職員は、複数の校区交流会議を兼ねさせることができる。 

（校区担当職員の任期） 

第４条 前条第２項第１号の校区担当職員の任期は、原則として３年間とする。

ただし、市長が必要と認める場合は、当該任期を延長することができる。 

２ 前項の校区担当職員がその任期途中に、参事、課長代理、主幹の職でなく

なった場合は、校区担当職員の職を解くものとする。 

（校区担当職員の職務） 

第５条 校区担当職員は、次に掲げる職務を行うものとする。 

（１） 校区交流会議への参加に関する職務であって次に掲げるもの 

ア 地域課題の共有 

イ 校区プログラムの企画・実践の支援 

ウ 行政情報の提供 

エ 広聴活動 

（２） 庁内関係課等への働きかけに関する職務であって次に掲げるもの 

ア 地域課題及び要望の情報提供 

イ 校区プログラム等の広報活動 

（３） 前２号に掲げるもののほか、この制度の目的を達成するために市長

が必要と認めるもの 

２ 校区担当職員は、前項に掲げる職務を遂行するに当たっては、所属長（富

田林市事務分掌条例施行規則（平成１２年富田林市規則第１３号）第１条に

規定する室又は課の長及びこれらと同等の職にある者をいう。以下同じ。）

の許可を得て、適正に職務を遂行しなければならない。 

（実施等） 

第６条 増進型地域福祉課長は、校区担当職員を校区交流会議に参加させよう

とするときは、校区担当職員活動依頼書（様式第１号）を作成し、当該校区

担当職員の所属する所属長に依頼しなければならない。 

２ 校区担当職員が校区交流会議に参加したときは、校区担当職員活動報告書



（様式第２号）を作成し、増進型地域福祉課長に報告しなければならない。 

３ 校区交流会議において、校区プログラムの日程等が決定した場合は、校区

担当職員は、行事予定報告書（様式第３号）を作成し、増進型地域福祉課長

に報告しなければならない。 

４ 校区担当職員は、担当する校区からの意見、要望等を受け、対応が必要と

判断した場合は、校区相談報告シート（様式第４号）を作成し、増進型地域

福祉課長及び関係する所属長に報告しなければならない。 

５ 前項の校区相談報告シートを受理した所属長は、速やかに対応した上で対

応内容を校区相談回答シート（様式第５号）に記載の上、増進型地域福祉課

長に報告しなければならない。 

（校区担当連携調整会議） 

第７条 校区交流会議に参加した校区担当職員の情報交換及び連絡調整を行い、

全庁を挙げた増進型地域福祉を推進するために、校区担当連携調整会議（以

下「調整会議」という。）を設置する。 

２ 調整会議は、校区担当職員、増進型地域福祉課職員及び推進担当員をもっ

て構成する。 

３ 前項の推進担当員は、富田林市事務分掌条例施行規則第６条に規定する総

合的な調整に関する事務を所掌する課（室、局等）長の職にある者をもって

充てる。 

４ 第２項の推進担当員は、部局内の課題の共有及び解決に向けた検討、連携

調整その他部局内の横断的な体制の構築に向けた支援に関する職務を行うも

のとする。 

５ 調整会議は、増進型地域福祉課長が主催し、定期的に開催する。 

６ 増進型地域福祉課長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議構

成員以外の職員に対し、会議への出席を求めることができる。 

（増進型地域福祉推進会議） 

第８条 地域課題等の解決に向けた施策の検討を行い、全庁を挙げた増進型地



域福祉を推進するために、増進型地域福祉推進会議（以下「推進会議」とい

う。）を設置する。 

２ 推進会議は、市長、副市長、教育長及び部長（室長、局長を含む。）の職

にある者をもって構成する。 

３ 推進会議は、市長が主宰し、定期的に開催する。 

４ 市長は、会議の運営上必要があると認めるときは、会議構成員以外の職員

に対し、会議への出席を求めることができる。 

（事務局） 

第９条 校区担当職員制度、調整会議及び推進会議の事務は、増進型地域福祉

課において行う。 

（その他） 

第１０条 所属長は、増進型地域福祉課長から活動依頼を受け、その所属する

校区担当職員が職務を遂行するに際し、日常業務への支援及び適切な措置を

講ずることその他校区担当職員制度の円滑な実施に努めなければならない。 

２ 所属長以外の職員は、この要綱の実施に際し、校区担当職員の職務を理解

し、必要な協力を行うよう努めなければならない。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年要綱第４１号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

 


